
　伊賀市議会議長　西口　和成　様

教育民生常任委員長　桃井　弘子

　本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定しましたから会議規則第112条の

規定により報告します。

事件の番号 件　名 審査結果 備考 措置

議案第37号
伊賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業の利用者負担に関する条例の一部改正
について

可決すべきもの 全会一致 ※

議案第38号
伊賀市乳児等通園支援事業の設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部改正について

可決すべきもの 全会一致 ※

議案第39号 伊賀市介護保険条例の一部改正について 可決すべきもの 全会一致 ※

議案第45号 訴えの提起について 可決すべきもの 全会一致 ※

議案第46号 訴えの提起について 可決すべきもの 全会一致 ※

議案第47号 訴えの提起について 可決すべきもの 全会一致 ※

議案第48号 訴えの提起について 可決すべきもの 全会一致 ※

議案第49号 訴えの提起について 可決すべきもの 全会一致 ※

議案第50号 訴えの提起について 可決すべきもの 全会一致 ※

議案第51号 事業契約の変更について 可決すべきもの 全会一致 ※
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議案第55号 第５次伊賀市地域福祉計画の策定について 可決すべきもの 賛成多数 ※

議案第57号
伊賀市国民健康保険税条例の一部改正につい
て

可決すべきもの 全会一致 ※


